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各  位

第三者調査委員会の調査の詳細に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 1 月 25 日付「第三者調査委員会設置のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、

当社の過去の決算において、一部の会計処理の訂正を要する可能性のある事象が判明いたしまし

たことにつき、調査委員会を設置し、平成 25 年 2 月 5 日付「第三者調査委員会の委員選任に関する

お知らせ」にて公表いたしましたとおり、委員の構成を、平成 22 年 7 月 15 日付日本弁護士連合会策

定の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」（平成 22 年 12 月 17 日改訂）に沿って利害

関係のない専門家による第三者調査委員会を設置することとし、委員の選定を行いました。

また、第三者調査委員会の委員の審議に基づき、委員長を弁護士大塚和成氏（二重橋法律事務

所）と定め、第三者調査委員会の調査期間、調査対象等の詳細が決定されましたので、下記のとおり

お知らせします。

記

1.第三者調査委員会の調査の目的・対象等

①長期貸付金の内容、事実関係、発生原因及び問題点の調査分析並びに会計処理の妥当性
の検討

②海外営業出資金の内容、事実関係、発生原因及び問題点の調査分析並びに会計処理の妥
当性の検討

③上記①及び②について、問題があるとの結果となった場合の関係者の処分及び再発防止
策に関する提言

2.今後のスケジュール

上記個別調査に係る中間の調査報告書の提出 平成 25 年 3 月中旬（予定）

上記個別調査に係る最終の答申書の提出 平成 25 年 4 月中旬（予定）

3.当社としての対応

当社取締役会としては、当社役職員及び関係者に対するヒアリング、調査の対象に関する資料の

提供その他第三者調査委員会が必要とする一切の調査に対して全面的に協力するとともに、第

三者調査委員会の調査及び答申の内容につきましては、株主の皆様にお知らせいたします。
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なお、第三者委員会による上記調査及び答申の結果、当社における会計処理が是正されるべき

場合につきましては、会計監査人と協議の下、速やかに必要な措置を講じる予定です。

以 上


